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開会に際し，横倉義武氏（公益社団法人日本
医師会会長）は「受動喫煙防止は社会全体の課
題。特例のない対策で国民の健康を守ることは
医師の務め」とし，来賓の山東昭子氏（自由民主
党受動喫煙防止議員連盟会長／参議院議員）も
「国民と労働者の健康を守る安全な環境づくり
の上でも，長年の課題である受動喫煙防止対策
を推進する」と挨拶した。

分煙では受動喫煙を防止できない

第1部は受動喫煙防止をテーマに，大和 浩氏
（産業医科大学産業生態科学研究所健康開発科
学研究室教授）は，「国会で検討中の飲食店等の
喫煙，空港・新幹線ホームの喫煙室の容認は，
喫煙室退出時の扉の鞴

ふいご

作用や喫煙者の肺からの
煙の呼出などで従業員や清掃業者，喫煙室外の
非喫煙者を高濃度の受動喫煙に曝すことにな
る」とした。

WHO（世界保健機関）のデータでは受動喫煙
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世界禁煙デーの5月31日，「健康日本21推進全国連絡協議会平成29年度第1回分科会」兼「記念イベ
ント」が東京都文京区の日本医師会館で開催され，200名が参加した。ここでは世界基準の禁煙を求め
る専門家らの講演とシンポジウムから，受動喫煙防止対策の現状と課題を報告する。厚生労働省はラ
グビーワールドカップ2019日本大会，2020年東京五輪・パラリンピック大会を機に受動喫煙防止
対策強化を図るが，6月5日，政府・与党は健康増進法改正案の提出を次の国会へ先送りした（編集部）。

防止法による屋内全面禁煙化でもレストラン，
バー，ホテルの納税額で減収なし 1），米国マサ
チューセッツ州の飲食店やカフェ・バーの税・
営業収入，飲食店やホテルの税収・従業員数に
影響なし 2），2009 –2010年に愛知県で全面禁煙
化した飲食店1,163店中1,101店で収入不変，17
店で増収 3），某チェーンレストラン全国259店
中，改装後に全席禁煙とした59店で増収，分
煙とした17店と未改装82店で有意差を認めな
かった 4）。以上の結果は，国民の約8割の非喫
煙者への禁煙席増設は有利との予測と一致する
が，「減収となる」とした論文については，禁煙
以外の因子の検証が必要である。

受動喫煙のリスクと世界の現状

大和氏はまた，「日本人のコホート研究から，
受動喫煙で非喫煙者の肺がんリスクは1.3倍5）， 
受動喫煙による年間死亡数は約1.5万人（男
4,523人，女10,434人）と推計される 6）一方，全

シンポジウム「受動喫煙防止の観点からさまざまな阻害要因について」 
（左から）シンポジストの大和 浩氏，山本太一氏，尾崎治夫氏，座長の望月友美子氏
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面禁煙化で心血管疾患，脳血管疾患，呼吸器疾
患の入院などが有意に減少し，禁煙範囲が広い
ほど大きく減少する 7）」と説明した。
日本など190ヵ国が参加するFCTC（タバコ

規制枠組み条約，2005年発効），WHO，IOC（国
際オリンピック委員会）も2010年にタバコのな
い五輪を求め，2004年のアテネ大会以降は2008
年の北京大会で一部分煙を認めた以外は屋内完
全禁煙都市で開催されている。
ロシアは2014年のソチ冬季大会を機に全土

で禁煙，2016年のブラジル大会は屋内とテン
ト・パラソル席も禁煙，2018年の平昌大会を前
に韓国は2015年，2022年の北京大会を前に北
京市も2015年に全面禁煙化が実現した。大和氏
は，「WHOが世界最低レベルと指摘する日本の
屋内禁煙も，労働環境の改善と国民の健康のた
めに機を逃さず全面禁煙にすべき」と述べた。

世界の禁煙事情から遅れる日本

2016–2017年に世界の禁煙事情を紙面にまと
めた山本太一氏（毎日新聞社東京本社外信部記
者）は，「49ヵ国に公共の場所（医療施設，大学以
外の学校，大学，行政機関，事業所，飲食店，バー，
公共交通機関の8施設）を屋内全面禁煙とする
法律等がある。日本の健康増進法第25条“公共
の場所での受動喫煙防止措置”は努力義務。タ
バコ対策先進国とG7諸国で，受動喫煙防止の法
規制，マスメディアの警告，広告・後援禁止の
対策すべてがないのは日本だけ」と指摘した 8）。
氏は「このテーマを課した上司に感謝しつつ，
実は禁煙に挑戦中」と話し，会場を湧かせた。

日本の受動喫煙防止は「努力義務」

下光輝一氏（健康日本21推進全国連絡協議会
会長／公益財団法人健康・体力づくり事業財団
理事長）は，「WHO憲章や日本国憲法の基本的
人権である健康は国が保障し，健康増進には個

人の努力と社会環境の整備が必要。FCTC発効
後，2007年の第2回締約国会合で採択されたガ
イドラインは職場，屋内，公共の場・交通機関
の全面禁煙と法的責任・罰則を求めた。日本は
健康日本21（第二次）で受動喫煙防止を目標の1
つとし，2015年に労働安全衛生法も一部改正さ
れたが，受動喫煙防止は努力義務のまま」と指
摘した。

きれいな空気を吸う権利を守る

下光氏はタバコに起因する疾患にも言及し，
「心筋梗塞，脳卒中，肺がん，乳幼児突然死症候
群が喫煙者と受動喫煙者に共通し，その他，喫
煙者は肺がんを含む多様ながん，歯周病，COPD
（慢性閉塞性肺疾患），早産・低出生体重など，受
動喫煙者では小児喘息のリスクがそれぞれ高く
なる9）。死亡の危険因子でも喫煙は2位以下の高
血圧，運動不足，高血糖，塩分やアルコール摂取
などを抑えて第1位 10）。受動喫煙の機会のある
非喫煙者は経年的に減っているものの，受動喫
煙者はいまだに職場・飲食店では約40％，行政・
医療機関でも約10％存在する11）」と述べた。

2016年10月の厚労省の世界標準となる受動
喫煙対策強化案に対し，一部の国会議員や業界
団体は抵抗しているが，氏は「生まれてくる子，
未成年者，大人すべてが他人のタバコの煙を吸
わされず，きれいな空気を吸う権利は，非喫煙
者のいる空間で喫煙する権利よりも上位」とし，
屋内全面禁煙と罰則つき受動喫煙防止法の必要
性を強調した。

家庭内の小児の受動喫煙対策も重要

第2部の3名の特別発言で，与党唯一の小児
科医で参議院議員の自見はなこ氏は，「私たち受
動喫煙防止議連は，喫煙者の衣服のタバコ臭で
咳き込む私自身や，家庭でも受動喫煙に苦しむ
小児，そして多くの労働者をタバコの煙から守

COPD：chronic obstructive pulmonary disease FCTC：the Framework Convention on Tobacco Control
IOC：International Olympic Committee WHO：World Health Organization
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るべく自民党内の意見を調整し，奮闘中の塩崎
恭久厚生労働大臣や正林督章課長を支え，一歩
も引かない」とした。
厚生労働省健康局健康課長の正林督章氏は，

「世界禁煙デーの5月31日から1週間は皆が喫
煙や受動喫煙の健康への悪影響を学ぶ禁煙週
間。厚労省は職員の禁煙の契機にと，屋外の喫
煙所も初日は閉鎖する。受動喫煙防止のための
健康増進法改正案は5月15日の厚労部会での塩
崎大臣の説明と意見交換後はトップに委ね，法
案通過と2019年の施行を切望する」と述べた。
公益社団法人東京都医師会会長の尾﨑治夫

氏は，「喫煙の権利を主張し受動喫煙防止に反対
する議員の方々もタバコの悪影響を勉強してか
ら判断して欲しい。以前は，与党からのタバコ
の害について医師会の先生を招いて勉強しよう
との提案なども実施されなかったが，現都知事
に対し，家庭で生まれ育つ子の受動喫煙対策を
東京都の条例に求めたところ，実現の可能性が
出てきた。全国の取り組みを応援する署名活動
（図1）12）で国民の声を国に伝える」と述べた。

正しい情報が発信されない現状

第3部のシンポジウム「受動喫煙防止の阻害
要因」で，座長の望月友美子氏（日本禁煙学会
理事・日本対がん協会参事）は「世界禁煙デー
はタバコのない世界を提唱したWHOが1988
年に始め，30年目にして目標達成にはほど遠
い。これ以上待てないタイミングで，日本での
2019 –2020年の実現を阻む要因を考えたい」と
意見を求めた。
「国会は喫煙特区，飲食店等サービス産業は
屋内禁煙強化案」と新聞に投稿したと言うシン
ポジストの大和浩氏。「官公庁・事務所は“喫煙
所設置可”などから，屋内禁煙の必要性は国民
も都道府県・市町村長も理解しているのに，タ
バコ産業から利潤を得ている一部の国会議員
が，国民の健康よりも自分たちの喫煙の権利を
優先していることがわかる」と述べた。
山本太一氏は，「完全に禁煙していない私は，

居酒屋などに喫煙者がいると吸いたくなる。禁
煙したい者にとっても飲食店等の喫煙は禁煙の
大きな阻害要因」と延べ，尾﨑治夫氏は，「国民
に正しい情報が届かない要因の1つは，業界の
支援を受ける政治家やメディアの存在」と指摘
した。

タバコ産業との関係が判断材料に

望月氏は「タバコ産業と国会議員，メディア，
研究者などとの関係が情報の質を判断する材料
になる」13），大和氏は「受動喫煙対策に否定的な
人や団体はタバコ産業と利害関係のないことを
証明しない限り信用されない。一部の人が日本
の政治を歪めていると周知させるのはメディア
の役割」と話した。
山本氏は「広告を担当した経験がない」と言

い，望月氏は「報道前後で処遇が変化したメディ
アの方々もいる」と述べた。尾﨑氏は「国民の健
康維持・健康寿命延伸を図る医師としてタバコ
問題は避けて通れない。声を上げられない方も

図1 受動喫煙の防止対策を強化・実現するための
署名活動に使われている用紙

 日本医師会ホームページ http://www.med.or.jp/
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多いから，私が声を上げている」と述べた。

Fact sheetの活用と具体的なアクション

望月氏がタバコのリスクに耳を貸さない
人々への発信方法を尋ねると，正林氏は「勉強
しなくても理解できる“Fact sheet”（図2）14）を

作成した。新聞に繰り返し載せるなどしてメ
ディアも活用して欲しい」とし，大和氏は「医師
会などがメディア対象の勉強会を開いては」と
提案した。会場からは，選挙制度の問題を指摘
する声や，メディアの連携を求める声が上がっ
た。望月氏は，「受動喫煙禁止は法制化が前提」
としつつ，小さいながらも具体的なアクション
で草の根運動の輪を広げるなど，無限の可能性
を示唆してシンポジウムを締めくくった。
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2015から抜粋


